
  

一 

令和 5 年 10 月 24 日 (火曜日) 千 葉 県 報 号外第８２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
病
院
局
料
金
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 

千
葉
県
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程 

 

第
一
条
中

千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

を

千
葉
県
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ

に
改
め

る

 

 

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

診
療
日
及
び
診
療
時
間

 

第
二
条 

セ
ン
タ

は

救
急
医
療
に
係
る
診
療
に
つ
い
て
は
常
時
行
う
も
の
と
す
る

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
診
療
以
外
の
診
療
に
係
る
診
療
日
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
以
外
の
日
と
す

る

 

 

一 

日
曜
日 

 

二 

毎
月
の
第
一
土
曜
日

第
三
土
曜
日
及
び
第
五
土
曜
日 

 

三 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号

に
規
定
す
る
休
日 

 

四 

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く

 

 

五 

特
別
の
事
情
に
よ
り
セ
ン
タ

の
長

以
下

病
院
長

と
い
う

が
必
要
と
認
め
た
日 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
診
療
日
の
診
療
時
間
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

 

 

一 

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

 

二 

土
曜
日 

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で 

 

第
三
条
中

セ
ン
タ

の
長

以
下

及
び

と
い
う

を
削
る

 

 

第
四
条
中

者

の
下
に

又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
族
等
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
市
町
村

長

を
加
え

同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る

 

 
 

た
だ
し

同
法
第
二
十
九
条

第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
三
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
入
院
に

あ

て
は

こ
の
限
り
で
な
い

 

 

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

２ 

病
院
長
は

入
院
し
た
者
に
入
院
治
療
の
必
要
が
な
く
な

た
と
認
め
る
と
き
は

直
ち
に
退
院
さ

せ
る
も
の
と
す
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

千
葉
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
廃
止

 

２ 

千
葉
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第

三
号

は

廃
止
す
る

 

 

経
過
措
置

 

３ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日

以
下

施
行
日

と
い
う

前
に
改
正
前
の
千
葉
県
救
急
医
療
セ

ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程

以
下

改
正
前
の
救
急
医
療
セ
ン
タ

管
理
規
程

と
い
う

の

規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
処
分

手
続
そ
の
他
の
行
為
又
は
施
行
日
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
千
葉
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程

以
下

廃
止
前
の
精
神
科
医
療
セ
ン

タ

管
理
規
程

と
い
う

の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
処
分

手
続
そ
の
他
の
行
為
は

施
行

日
以
後
に
お
い
て
は

改
正
後
の
千
葉
県
総
合
救
急
災
害
医
療
セ
ン
タ

の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
規

定
に
よ
り
な
さ
れ
た
処
分

手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す

 

４ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
前
に

改
正
前
の
救
急
医
療
セ
ン
タ

管
理
規
程
又
は
廃
止
前
の
精
神
科
医

療
セ
ン
タ

管
理
規
程
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

  

千
葉
県
病
院
局
料
金
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
料
金
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
料
金
規
程

平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

10 

月

24

日 

号 
 

外 

 

 
千

葉
県

総
合

救
急

災
害

医
療

セ
ン

タ
ー

病
院

長
 

 

 
千

葉
県

救
急

医
療

セ
ン

タ
ー

病
院

長
 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第８２号 令和 5 年 10 月 24 日 (火曜日) 
 

別
表
第
二
千
葉
県
が
ん
セ
ン
タ

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

 

 
千
葉
県
総
合
救
急
災
害
医
療

セ
ン
タ

 

  

一
日
に
つ
き 

一

万

二

千

百

円 
 

 

別
表
第
二
千
葉
県
救
急
医
療
セ
ン
タ

 

千
葉
県
こ
ど
も
病
院
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

千
葉
県
こ
ど
も
病
院 

 

一
日
に
つ
き 

四

千

八

百

三

十

円 
 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は

令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

                            

                                    

 
 

 

購
読
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本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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購
読
申
込
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六
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